
株式会社⽔稲⽣産技術研究所 競争的資⾦等の不正への取組に関する⽅針 
 
当社は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)（平成 19 年
10 ⽉ 1 ⽇制定、平成 26 年 2 ⽉ 18 ⽇改正、農林⽔産技術会議事務局⻑、林野庁⻑官、⽔産
庁⻑官通知）に基づき、競争的資⾦等を適正に運営並びに管理するため、以下の取り組みを
⾏ないます。 
 
１．競争的資⾦等の運営・管理体制を整備し、社内外に周知・公表する。 
２．当社役員、社員および研究者等は、競争的資⾦等の使⽤にあたり、法令や関係規則及び
社内の諸規定を遵守する。 
３．当社役員、社員および研究者等は、研究計画に基づき、競争的資⾦等の計画的かつ適正
な使⽤及び管理に努め、実態のない取引などの不正や使⽤・⽬的外使⽤などの不適切な使⽤
は⾏わない。 
４．当社社員・研究者等は、緻密な連携を図り、競争的資⾦等の不正使⽤の未然防⽌に努め
る。 
 
競争的資⾦等管理規程 
第 1 条（⽬的） 
本規程は、株式会社⽔稲⽣産技術研究所（以下「当社」）における競争的資⾦等の適切な運
営・管理体制を構築することにより、競争的資⾦等の不正使⽤を防⽌する事を⽬的とする。 
 
第 2 条（定義） 
本規程において、各⽤語の定義は次の各号に定めるところによる。 
① 「競争的資⾦等」とは、農林⽔産省等または農業・⾷品産業技術総合研究機構⽣物系特

定産業技術研究⽀援センターから配分される公募型の研究開発資⾦を指す。 
② 「役職員」とは、会社の取締役、監査役、従業員、その他臨時の従業員等、業務に従事

する全ての者をいう。 
 
第 3 条（定義） 
会社全体を統括し、競争的資⾦等の運営・管理について最終責任を負う最⾼管理責任者を置
き、代表取締役社⻑をこれに充てる。 
 
第 4 条（定義） 
最⾼管理責任者を補佐し、競争的資⾦等の運営・管理について会社全体を統括する実質的な
責任と権限を持つ統括管理責任者を置き、担当税理⼠をこれに充てる。 
 



第 5 条（定義） 
当社の各部署等における競争的資⾦等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つコ
ンプライアンス推進責任者を置き、部⾨⻑をこれに充てる。 
 
第 6 条（定義） 
最⾼管理責任者は、不正を発⽣させる要因の把握に努め、その要因に対する不正防⽌計画を
策定し実施するとともに、その進捗管理に努めるものとする。 
 
第 7 条（定義） 
競争的資⾦等の使⽤に関するルール等についての相談および研究活動等の不正に関する社
内外からの告発等の通報を受ける窓⼝を置く。競争的資⾦等の使⽤に関するルール等につ
いての相談および研究活動等の不正に関する社内外からの告発等の通報を受ける窓⼝を置
く。 
２ 相談・通報窓⼝連絡先は当社のホームページにて公表する。 
 
第 8 条（定義） 
当社規程に従い、競争的資⾦等の管理および事務の取扱について、毎年内部監査を実施する。 
 
第 9 条（定義） 
最⾼管理責任者が、不正が⾏われた可能性があると判断した場合は、競争的資⾦等に関する
告発等の取扱・調査・懲戒に関する細則に従い、審議および処分を⾏う。 
 
（相談・通報窓⼝） 
競争的資⾦等の使⽤に関し、ルール等についての相談を受け付け、また不正の疑いの指摘、
申出を受け付けるための窓⼝（info@rirpt.co.jp）を設置します。 


